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【教職教育の探究】 
 

発散的課題の学習評価における教師の力量形成 
――ルーブリックは助けか足枷か―― 

 
石田 智敬 

 
 

はじめに 

 近年、教育における学力観と評価観が大きく転換し

ている。学力観に関していえば、事実的知識や個別的

技能の習得よりも、知識や技能を使いこなすような力

（認知的に複雑なコンピテンス）をどのように育むか

に教育の焦点が向けられている。このような学力は、

「高次の学力」と呼ばれ、新しい知の世界を切り拓い

たり、複雑な問題解決を遂行したり、様々な情報やデ

ータを分析・評価したりする上で重要となる1。 
こうした学力観の転換は、これまでの評価の考え方

を改めることを要求している。従来、特に中等教育段

階の成績評価は、中間・期末考査として実施される客

観テストの得点に大きな比重を置くことが通例である。

ただし、客観テストは、比較的単純な知識や技能の習

得の評価に適しており、高次の学力を評価する際には、

論述形式の課題を用いたり、知識や技能を総合的に活

用することを求めるような複雑な課題を実施したりす

る必要がある。高次の学力の質的レベル（習熟の度合

い）は、知識や技能を統合的に活用するようなパフォ

ーマンスを要求する課題を通じて質的に評価される。 
今日求められている学習・評価課題のデザインを端

的にいえば、それは単一の絶対的な正答（一意に正し

い応答）が存在せず、多様なアプローチが可能である

課題といえる。たとえば、レポート、小論文、エッセ

イ、実験の考案と仮説の検証（実験設計）、オープンエ

ンドな調査・分析、プレゼンテーション発表、創造的

な作品制作、芸術パフォーマンスといった形式がこれ

に当たる。このような形式の課題は、発散的で開かれ

た応答を学習者に要求するため、「発散的課題

（divergent task）」と呼ばれる2。発散的課題は、学習者

に知識や技能の統合、複雑な問題解決、批判的・独創

的思考などのパフォーマンスを披露する機会を提供す

る。学習者には、デザインとプロダクションの両方の

コンピテンスが要求され、また、創造性を発揮するか

なりの余地が与えられる。質の高いパフォーマンスを

生み出す、単一の手段（一連のレシピやテクニック）

は存在せず、また、単一の正答や解決策もない。 
発散的課題による学習評価を「パフォーマンス評

価」とも呼ぶ。松下は、パフォーマンス評価を、「ある

特定の文脈のもとで、さまざまな知識や技能などを用

いながら行われる、学習者自身の作品や実演（パフォ

ーマンス）を直接に評価する方法」と定義している3。 
発散的課題の学習評価（パフォーマンス評価）では、

特に、課題成果物をどう公平、公正に評価できるのか

が、教師にとっては切実な問題となる。なぜなら、発

散的課題は、単一の手段と正答が存在しないために、

単純に正誤で評価できないからである。生徒のパフォ

ーマンス（作品や実演）の質を判断する際には、多様

な［多重の］（multiple）クライテリアを使用した熟達

した質的判断が必要となる4。したがって、発散的課題

をデザインし、その成果作品を評価することは、客観

テストの場合と大きく異なる力量を教師に要求する。 
では、(1)どのように学習・評価課題をデザインすれ

ば、実りある学びを導き高次の学力を保障できるか、

(2)どのように評価すれば、独善的、主観的な評価では

なく公平、公正な評価だといえるか、(3)課題デザイン

と評価に関する教師の力量は、どう形成されうるか。 
本稿は、以上の問いを出発点とし、発散的課題の学

習評価における教師の力量形成に焦点を合わせる。本

稿の目的は、(1)発散的課題による学習評価で教師に求

められる力量がどのようなものか、その内実を詳らか

にすること、(2)こうした教師の力量はどのように形成

されるのか、そして、その形成をどのように助けるこ

とができるかを考察することである5。 
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1  に め  

本 では、発散的課題の学習評価において、教師に

求められる力量の内実がどのようなものか にする。 
 
1  に め  

学習・評価課題のデザインは、 導と学習の出発点

として重要である。なぜなら、どう課題をデザインす

るかということが、一連の 導と学習の形式と 開を

定するからである。 えに、 い教育と い学びは

い課題デザインから まるといっても ではない。

課題デザインを熟 することは、どのような学力（

質・能力）を育むかを することと 義である。 
一 的に、 導や学習の に って、教育目

を 述し、出 における学習者の のイ ー を ら

ませることが大切である。ただし、それだけでは 分

ではない。なぜなら、どれだけ高次の学力に対するコ

ット ントを目 として 述しても、 的にどの

ような課題に り み、課題でどの 度の出来 えを

要求するのかを一定 にしない りは、目 述は

に いた となってしまうからである。この意 で、

評価課題は、より実質的な リ ラ を表 する 。 
 学習評価に関する多くの出 物では、評価課題の形

式が「どのような学力を評価するか」ということを

定すると されている。も 、両者の間には

接な関連がある。ただし、必ずしも課題形式の が、

評価される学力の を決定するとは にはいえな

い。発散的課題、および、客観的テスト形式のど ら

も、高次と 次の学力を評価することができる。たと

えば、論文やエッセイ形式の課題であったとしても、

単純な知識の や き出しにしかならないような場

合もあり得る。よって、教師は、課題形式のみならず、

「課題設定（課題文）」をどのようにデザイン（ 述）

す きか熟 することが大切である。では、 的に

教師は、どう課題設定をデザインする必要があるのか。 
通 、課題設定は教師によって定められるか、教師

と学習者の 作 によって定められる。いずれの場

合においても、課題設定は、学習者が成果物として

することを期 するパフォーマンス（作品や実演）

のデザイン・パラ ータを設定する必要がある。すな

わ 、どのようなパフォーマンスの発揮を求めるのか、

その 成、形 、様 を、学習者に に える必要

がある。したがって、課題設定における文 の 述だ

けでなく、いく かの作品事例を提 することも大切

である。課題をデザインする際、教師は、どのような

学習者の応答を求めるのか にしていない、もしく

は、 ど考 していない場合がある。しかし、教育を

意 的な みと えるのであれば、課題設定をデザイ

ンする際に、どのようなコンピテンスの育成を意 し

ているか、また、 的にどのようなパフォーマンス

の発揮を求めるのか一定 にしておく必要がある。 

教師がしばしば りが な は、たとえば、エッ

セイの課題において、どのようなトピック内 に い

て論じる きかを 定するが、どのような認知 作を

要求するかは というものである。たとえば、小

論文において、「 に いて 論せよ」と単に内 のみ

を 定する課題設定は、目 や意 と らし合わせて

分な場合が多い。 方、「 に関する 説 と

説 の 対的な意義と課題を分析して 定せよ」とい

う設定は、批評を要求しているという点で、目 され

る小論文の「 ンル（genre）」が である。小論

文において、説 を求めるのか、批評や分析を求める

のかでは、学習者に要求される認知 作が異なる。重

要なことは、課題設定が、 的か かは問わず、作

品の ンルを 定している必要がある点である 。 
ンルの内で評価するという考え方は日 生活

の中でも自 で一 的なものである。 ンルの設定

は、評価で正当に用いられるクライテリア ただ

し、 的な場合もあれば、 的な場合もある

を 習的に 定する。評価は、価 に いての判断で

ある。ある評価対 が「 らしい質」と評価される

に するならば、それは評価に用いられるクライテリ

ア がその ンル（文脈）の中で いものとは か

の適切な定義として認められており、ある評価対 が

それらのクライテリアにおいて一定のパフォーマンス

（出来 え）を しているからである 。 
たとえば、 の評価においては、その がフォ

ーマルな正 、スポー ア、 きのどの と

して評価されるのかが、まず問われる必要がある。な

ぜなら、それ れの の には独自の目的があり、

よって独自のクライテリア の が必要になるか

らである。これは、小論文において、説 、分 、分

析のどれを要求するかによって、異なる 成形式やレ
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トリックが求められるのと 様である。課題設定にお

いて、作品デザインと評価のパラ ータが定められる

ことで、学習者のパフォーマンスが課題設定で定めら

れた目的をどの 度達成しているか（提 された問題

をどの 度うまく解決できているか）の評価が可能と

なる。 まり、課題設定は、価 判断の みを 定

する「 となる単一のクライテリア」として機能す

る。このように課題設定を的 に定めることは、高次

の学力を保障する 一 となる（ 当性の 点）。 

以上の 論は、課題設定の出発点である きだが、

課題設定で熟 す きことは にもある。たとえば、

(1)課題が学習者の知的関 や意 を させる 力

的なものとなっているか、(2)課題に り む 意 さ

や切実さを学習者が じるものとなっているか、(3)学
習者にとってアクセシ ルなものとなっているか、こ

れらも重要な考 事 である。教師には、以上を熟

して、課題設定をデザインする力量が求められる。 

 
 に め  

では、課題設定に対する応答としての、学習者のパ

フォーマンス（作品や実演）は、どのように評価す

きか。その際、教師に求められる力量はどのようなも

のか。通 、熟達した評価力量を する教師は、学習

者のパフォーマンスに対する な評価 験を して

いる。熟達した教師の知は、多くの評価 験 多様

な作品事例（様々な質、多 多様なアプローチ）に

されること によって 成される。ただし、教師が

学習者のパフォーマンスの中から れたものを認識す

ることが でも、必ずしも教師がそれを正 に

できる ではない。教師が する質の は、 の中

で 文 されない形 で保 されている場合が多い。 
1  

教師は、多くの様々な学習者の作品事例に れる

験の中で、質の 2 次 間を かなものにする。この

2 次 間の 直 は、質が高いか いかという 解

を表し、 平 は、 等の質と判断される作品であっ

ても様々な表 やアプローチの可能性が存在するとい

う 解を表す。この 2 次 間は、 、 の 験

の に 存するが、多くの 験を ることで、2 次

間が になると に、 直方向と 平方向の

が される。力量ある教師は、学習者の作品を

2 次 間内の の 置に 置することができる。 

 ここでいう質に いて、教師が 解す き重要な特

がある。 一に、質は、単一の作品によって 定さ

れるものではなく、複 の作品事例の 後に れると

いう点である。 じ ンルの中には、 とみなさ

れる多 多様なものがある。質は、異なる表面的な特

を っているものの、 度の質と判断される作品

事例 の 後に れるものである。 
に、質とは、意 した目的を達成する に、全

として作品（パフォーマンス）がどう 成されてい

るのか、その出来 えを意 するという点である。こ

こで重要なことは、作品がそれ以上分 すると本来の

質を うという、一まとまりのパフォーマンスを し

ていることである。ひとまとまりの質では、 要 の

み合わせ、 置、関 が重要な意 を するため、

要 に単純に分 、合 したりすることはできない。

分 、合 するのではなく、判断したい次 に して

直接的に質は認識される必要がある。 
たとえば、「うど 」という ンルの 物の質

を評価するとき、「出 」「 」「トッピング」というク

ライテリア（ 要 ）に 及することができる。ただ

し、「うど 」の質（出来 え）は、それ れのクライ

テリア（部分的な質）に意識を向けながらも、「うど 」

が全 としてどう 成され、どの 度の出来 えであ

るかという点において認識される必要がある。たとえ

ば、「出 」「 」「トッピング」などの要 は、それ

れ であっても、それらが み合わされて一 の「う

ど 」になった 、それが でない場合がある。

方、あくまで「 」の質を評価したいのであれば、た

とえば「コシ」「 さ」というクライテリアに意識を向

けながら「 」が全 としてどう 成されていて、ど

の 度の出来 えであるかを判断する必要がある。 
この段階で、スタンダードという を導 しよう。

スタンダードとは、学習者のパフォーマンス（作品や

実演）がどの 度 れているか、達成の度合いやレベ

ルの 定点を す。すなわ 、 に論じた質の 2 次

間における 直 の 定点がスタンダードである。

対評価ではない学習評価を行う際には、ある学習者

のパフォーマンスが、どのスタンダードを満たしてい

るかを判断することが必要になる。なお、単一のスタ

ンダードを設定して評価する場合もあれば この場
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合、スタンダードは合格する上での ラインを す

ことになる 、 、 と複 段階のスタンダードを

設定し、どのスタンダードを満たすのかという評価を

行う場合もある。 
に  

学習者の作品に対して熟達した質的判断を行う

2 次 間内に 置する ために、教師は、ある

ンルの評価において用いられる様々なクライテリ

アに精通する必要がある。ここでいうクライテリアと

は、学習者のパフォーマンス（作品や実演）を評価す

る際に採用される観点、側面、 みを す。クライ

テリアは様々な抽 度の次 を するが、本稿では 
(1)評価 みを 定する価 系としてのクライテ

リア（ みとしての価 ）と、(2)質的判断におい

て されるクライテリア（ 次 としての価 ）

を、便宜上区別したい。課題設定（課題文）が、価

判断の みを 定するものとしての「 となる単

一のクライテリア」になると に した。この意

で、課題設定は、評価 みを 定するクライテリア

として機能する。課題設定の みに ることで、そ

こで定められた目的を作品全 がどの 度達成してい

るかという、質（出来 え）の判断が可能になる。

方、作品の質を判断する際には、作品の様々な側面や

観点に意識が向けられることになる。これらが、

次 としてのクライテリアである。以後、クライテリ

アと単に 及する際には、後者の意 で使用する。 
小論文を評価する際には、「論 性」「説得性」「わ

かりやすさ」「美しさ」「語彙」「首尾一貫性」「レトリ

ック」「比喩」「パラグラフ 成」など多様なクライテ

リアが されて、作品の質が される。作品の質

を評価することに自信を 、評価に関するディスコ

ースに関与するためには、教師は、様々なクライテリ

ア に精通する必要がある。なお、異なる ンル

は異なるクライテリア の を要求する。また、

一の用語であっても、その意 がどの ンルにお

いて用いられるかで変 することが多い。 
小論文では「首尾一貫性」「わかりやすさ」「説得性」

等のクライテリアがしばしば されるが、こうした

クライテリアは、単純に正・誤で判断できず、どの

度 れているのかは連続的に れる（ファ ーなクラ

イテリア）。また、ファ ーなクライテリアは、 語で

説 することができても、 語で に定義できない。

したがって、これらクライテリアの意 に精通するた

めには、実在物である作品事例との対話を通して意

を掴み っていく必要がある。 
熟達した質的判断を行うために、教師は、このよう

な複雑で多様なクライテリアの世界を自在に飼い ら

すことができなければならない。また、ある作品の質

を見定めるときに、どのクライテリアに焦点を合わせ

る きか、作品の様々な特 や側面（クライテリア）

がどのように絡み合って、ひとまとまりの質をして

成されているかを掴み れなければならない。 
かな質の 2 次 間を し、多様なクライテリア

に精通することで、教師は れた質的判断を下すこと

が可能になる。こうした力量を備えることで、作品全

の質に対する 点と、ある特定のクライテリア（部

分的な質） の局所的な 点を自由に切り替えながら、

作品の質の 度（どのスタンダードを満たすか）を

していくことができるようになる。 
 

これまで論じてきた熟達した質的判断を下す力量

は、教師が備える き必要条件ではあるが、 分条件

ではない。特に、発散的課題の学習評価が総括的な目

的で行われる場合、学習者のパフォーマンスが「どの

スタンダードを満たすのか」という教師の判断を、 
分に比較可能なものとする必要がある。すなわ 、間

主観的な質的判断を下す力量が求められるのである。 

本的に、評価とは価 の判断であるために、評価

の する主観性から逃れることはできない。マーク式

の客観テストであっても、採点 に人間の主観は介

在しないが、作問 において人の価 判断が反映さ

れるために、それが「客観」テストを 榜していたと

しても必ずしも客観的ではない。ただし、このように

評価が人の主観から逃れられないものであっても、評

価における間主観性を達成することは可能である。あ

る評価が、間主観的であるとは、複 人の評価者の間

で評価判断の一致と 意が成り っていることを す。

評価者間での間主観性の達成を目 すことで、評価の

「信頼性（ relia ilit ）」の問題は、「比較可能性

（ mpara ilit ）」の問題として再定義される 。 

このように教師の質的判断を調整する を

リ レーションと呼ぶ。その語源 ali rate は、計器の
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目 りを正しく調整することを意 する。 まり、評

価が行われる に、計器や人間の判断が統一されるよ

うに正しく調整することを リ レーションと呼ぶ。

い換えれば、評価の比較可能性を達成する上で、評

価者の「物 し」を調整する ともいえる。なお、

どの 度の （たとえば学 内や学 間）で、比較

可能性を達成するかという点も に置く必要がある。

一 的に、比較可能性を達成しようとするコ ニテ

ィの が い どそれは で、 が がること

で さが す。教師には、要求される 内で比較

可能な判断を下すことが求められる。 

以上、本 では、発散的課題による学習評価で教師

に求められる力量の内実に いて詳らかにしてきた。 

 

 に  

 本 では、以上で論じた評価に関する教師の 的

力量がどのようにして形成されうるか、その形成をど

う助けることができるかを論 する。これまでの 論

を まえると、これは、(1)いかにして教師の質的判断

を できるか、(2)比較可能性（間主観性）が達成で

きるかという 2 の問いに できる。これらの問い

に対して、今日、 も く され されている

手段は、「ルー リック」という 置を用いることであ

る。本 では、特に、このルー リックなるものに焦

点を合わせて、その可能性と うさに いて検 する。 

 

1  は  

近年、ルー リックは学習評価を語る上で くこと

のできない ー ードである。ルー リックを に

学習評価改 を める 際的 向は、一まとまりの意

システ として 力な 場を形成している。ルー

リックの導 によって、教師の質的判断による評価（発

散的課題による学習評価）を重 し し も、そ

こでの評価が独善的で 意的なものに ることなく、

性や客観性を一定 保することが目 されている。 

ただし、ルー リックといっても、ルー リックと

されるものの内実（目的・形 ・使用法等）は

を える どに多様である。 一 通することは、そ

れらがクライテリアとスタンダードに関する 語表

マトリックスということである。たとえば、総括的評

価の 点では、それは、採点 置、 リ レーショ

ンの 置（間主観性を達成する 置）、教師の質的判断

を させる 置、ア ンタ リティの 置などと

して機能することを目的に導 される。 方、形成的

評価の 点では、学習者のピア評価・自 評価を助け

る 置、フィード ックやフィードフォ ードの 置

等として機能することを目的に導 される。 

本稿の関 は、教師の力量形成にある。したがって、

本稿では、(1)ルー リックを用いることで教師の質的

判断を させることができるのか、(2)ルー リック

を用いることで教師の質的判断を比較可能なものにで

きるのかという点に 定して、ルー リックの可能性

と うさに いて検 する。なお、 者は後者の必要

条件であるが、 分条件でないことに 意されたい。 

本稿の 本的 場を りすれば、ルー リックは

評価 みを し、間主観的な質的判断 の可能性

を目 す点にその意義が認められるが、実際にその目

的を達成できているか 問が るということである。

また、特に実 段階においては、その形 や 用方法

に多くの問題点があるということである。ただし、ル

ー リックが目 すこと、それ自 は 求す きこと

であり、ルー リックが む 問題を意識した上で、

ルー リックを適切に飼い らすことを目 すか、

本的に異なるアプローチを することが重要となる。 

 

  

で論じた通り、評価に熟達している教師は、

かな質の 2 次 間を の中に所 している。ルー

リックは、この 2 次 間を 成する評価熟達知を、

語表 として を みるものであるといえる。質

の 定レベルとしてのスタンダードを し、どのよ

うなクライテリアが評価に用いられるのか 語で 述

するのである。ある質の にある作品は、それ れ

の表面的特 が異なり も、その 後に 通的な部

分が存在する。この 通的な性質を 語で 述しよう

と みるのである。なお、これらは、全 的に 成さ

れる場合もあれば、観点 とに 述される場合もある。 
このように評価 み（スタンダートとクライテリ

ア）を することは重要である。なぜなら、評価

みを 的に形成することは、教師の質的判断の比較

可能性を達成する 一 となるからである。評価

みが されることで、質的判断はそれ れの教師の
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個人的で主観的なものでなく、評価 みに した

ものとなる。また、評価 みが されることで、

教師のみならず、学習者やその 関 者にもそれ

らを公開することができる（ 性の達成）。  
 的な評価 み、すなわ 、ルー リックが

的に 成されることで、 教師がそれに した質的

判断を行うことが可能になる。 まり、ルー リック

は リ レーションの 置として機能する。また、

ルー リックを用いることで、 験がまだ い（ 分

な質の 2 次 間を していない）教師の質的判断を

さらに向上させることが期 されている。ただし、そ

れ ど単純ではないというのが本稿の主 である。 
1 に  

ファ ーなクライテリアが重要な 置を める学

習評価においては、 語 述それのみでスタンダード

を 定することはできず、 果として、スタンダード

を適切に リ レートすることができない。なぜな

ら、スタンダードの 述文は直 的に 解できるよう

に思えるが、そこで用いられる語 や は、

的な文脈 くして解 することはできず、決定的意

を ことはないからである。また、スタンダードの

述では、 対的な 語を用いるために、スタンダ

ード 述の 語は、絶対的ではなく 対的に解 さ

れる。たとえば、ルー リックの場合、全く じルー

リックが、学部生、大学 生でも 様に用いること

ができる場合が多く（求められる は大きく異なる

のにも関わらず）、このことは、ルー リックがクライ

テリアは 定しても、スタンダード（求められる質の

）は 定できていないことを する。よって、

教師 でルー リックの 述に対する 一の解 を

達成するためには、必ず複 の作品事例 を する

必要がある。また、作品事例 とルー リックを関連

ける 通の評価ディスコースを形成する必要がある。 

ただし、作品事例 とルー リックを直接的に

けることは である。なぜなら、ルー リックの

述は、あるスタンダードの一 的な特 を 述したも

のであり、あるスタンダードに 通的に出 するクラ

イテリアに焦点 されているからである。よって、ル

ー リックは、 一のクライテリア を全ての作品に

一的に適用する実 を き こす可能性がある。た

だし、 通に出 するクライテリアが、必ずしも 作

品の評価判断において も重要なクライテリアではな

い。たとえば、「 高」と評価される作品 に 通に出

するクライテリアと、「 高」と評価される個々の作

品の評価で も重要なクライテリアは異なる。 えに、

どのようなクライテリアがどのような作品に適用され

るのかという、 一的ではない 通 解が求められる

が、ルー リックは、この の情報を まない。 
 

ルー リックは、あくまで 通的性質を 文 する

ものであるため、それを作る となった複雑な評価知

識の一部は される。ルー リックは質的判断の複

雑さを 全に表 できない。そのため、ルー リック

の 述をどれだけ だとこ で、 後にある評価知

識がどのようなものか掴み ることはできない。

された質的判断を行うためには、ルー リックが作ら

れる となった複雑な評価知識（質の 2 次 間の知）

を 成しなくてはならないのである。 

力量ある教師は、 い評価知識とそれらの複雑な

用 を知っていることで、 にルー リックの 述

を りながら、ルー リックには 述されていない

後の意 も まえ、ルー リックを飼い らすことが

できる。ただ、そうでない者がルー リックそれ自

の 述によって複雑な評価知識を形成すること（質的

判断の技芸の本質を掴むこと）はできず、場合によっ

ては、絶対的な に見えるルー リックを手にする

ことで、それが ともなる。場合によっては、ルー

リックの 述をただ機 的に当てはめていくといっ

たような実 を き こす可能性がある。この場合、

ルー リックは、単純な採点プロトコルに成り下がる。 
質的判断という複雑な みを るためには、 文

された価 ・ 系を適用する技量の形成ではなく、

事例の中に内在する価 ・ 系をある 的に

掴み ることで、複雑な評価知識を形成する必要があ

る。 的なルー リックとは、これを の形式で

するものであるといえる。よって、熟達した質的判

断の技量をすでに備える教師が、 とする みと

しては一定 用に機能しうる。ただ、複雑な評価知識

を、ルー リックそれ自 によって単純に する

ことはできない。複雑な評価知識からルー リックを

作り出すことができても、ルー リックそれ自 から

複雑な評価知識を作り出すことはできないのである。 

66



  

作品事例における質を リスティックに掴み る

行 と、ルー リック等で 述されたクライテリアを

当てはめて評価していく行 は、 本的に異なる認知

作を要求する。部分的な質（ クライテリアにおけ

る質）を手がかりとし も、作品全 の質を掴み

り、その論 をクライテリアに 及しながら正当 す

るというプロセスによって、質の 2 次 間は、 々

に かなものになっていくのである。 
 

質の 2 次 間を かなものにするためには、多く

の作品事例に される必要があり、それらの全 的な

（一まとまりの）質を掴み る 験が必要となる。こ

の際、教師 において 通の評価ディスコースを形

成する手段として、ルー リックや 的なクライテ

リア を 考にすることは、一定の 用性があるだ

う。それらを使いこなす術を知っている 教師のも

とで、 的事例に対する評価 験を することで、

語 述が意 することを 的で なものとし、

ルー リックの 述を生きたものとしていくのである。 
したがって、教師 が して、生徒の 的な

作品事例と対話して、ルー リックを作成したり問い

直したりする みは、一定の価 ある実 である10。

ルー リックの作成 に した教師らは、その

で、お いの質の 2 次 間を し合い、 通の

評価ディスコースを形成し、お いの 2 次 間を

り合わせ、合意を形成することが可能となる。この

において、教師らの質的判断が されたり、

リ レーションされたりすることとなる。 
ただし、 意す きことは、 果として生み出され

たルー リックの 述それ自 のみでは、質的判断を

させたり、 リ レーションを行ったりする

置として に機能することはできないということで

ある。 り すが、その 由は、ルー リックの 後

にある複雑な評価知識が していることによる。こ

の活 の 点は、あくまで、その活 に した教師

のコ ニティー内でのみ発揮されるのである。 
 

  

ここで、本 の問い (1)どう教師の質的判断を

させることができるのか、(2)どう教師の質的判断を

比較可能（間主観的）なものにできるのか に

う。本稿では、次の 2 の可能性を提 する。(1) 

意す き事 を さえた上で、ルー リックを飼い

らす方法、(2)ルー リックとは 本的に異なる方法

で、その目的の達成を目 す方法の 2 である。 

1  

これまで してきた通り、ルー リックは多くの

うさを でいる。しかし、その うさに教師が意識

的に 意することで、ルー リックを飼い らすアプ

ローチを目 すことも一 である。その際、以下のこ

とに 意する必要がある。 
(1)ルー リックは、 な評価プロトコルとして認

識される きではない。ルー リックを に用いる

ためには、ルー リックを 成する となったパフォ

ーマンス（作品や実演）の事例 との対話が必要にな

る。ルー リックは、 的な事例 を した上で、

教師が する質の 2 次 間を り合わせる際に

とする「やわらかい み」として える きであ

る。(2)ルー リックにおける 語表 が意 すること

が であるか、パフォーマンス（作品や実演）の事例

を した上で、 コ ニティーで 一の評

価ディスコースの形成に める必要がある。(3) クラ

イテリアにおける（部分的な）質に焦点を向けながら

も、それらがどのようにまとまり作品全 の質を形作

っているか しなくてはいけない。部分的な質は、

全 的な質を達成す き手段であって、それ自 が目

的ではない。( ) クライテリア（観点）の得点を合

して全 の質の を判断することはできない。あく

まで、全 的な質に いては、それに対する直接的な

判断が必要になる。 次 の質は次 とに判断する

必要がある。( )ルー リックに されるクライテリア

は、あくまで質を判断する際の手がかりに める必要

がある。 一のクライテリア を全ての作品において、

一的に適用する きではない。 通的なクライテリ

アと評価に用いる きクライテリアは異なるからであ

る。( )ルー リックの 述は、 に 全な表 であ

るために、 に れる可能性があることに 意する。

創成クライテリアが出 するなどして、ルー リック

には 述されていないクライテリアが出 する場合、

これを考 する必要がある。また、必要に応じてルー

リックの みそれ自 を問い直し再 成しなけれ

ばならない。 
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方、ルー リックとは 本的に異なる方法でアプ

ローチすることも可能である。たとえば、 の教育

評価 者ロイス・ ドラーは、ルー リックを用い

ずに、作品事例に いてスタンダードを するこ

とを主 している11。 ドラーはスタンダードの 的

表 として、あるスタンダード・レベルを満たす作品

事例の 合を 成し、それ れの作品事例に、その判

断に対する論 説 が すことを提案している。 々

の作品の論 説 では、 一のクライテリア が 一

的に適用されるのではなく、それ れの作品を評価す

るのに も適切なクライテリアが用いられて 述され

る。 は、重要なことが、スタンダードを定義する出

発点が による 述ではなく、 物である作品事

例にあることを 調する。ただ、作品事例の 合だけ

では、それらの質をどのように見ていくのかを掴み

ることが しく、それらを助ける イドが必要となる。

そこで、 語 述（論 説 ）が重要な を果たす。 
ルー リックとは 本的に異なるアプローチを目

す には、ルー リックの次の特性が本質的に

であるという認識があると考えられる。ルー リ

ックは、 的に評価 みを提 するために、シン

プルであり、わかりやすいものである。しかし、こう

した特 がときに を き こす。ルー リックの

多くは、 それが必ず作品事例の を必要とする

のにも関わらず 述のみが一人 きしてしまうこ

とが多い。このように 述のみが一人 きしたり、ル

ー リックが 格な採点 として われたりする事

によって、ルー リックの多くが評価プロトコルに

ってしまっているという がある。 
このような作品事例の 合によるアプローチは、可

性や 雑性という 点から、あまり 実的ではない

と されることがある。ただし、近年は、作品事例

のデータを、 やタ レット、クラ ド等で保存、

し することが格段に になっている。した

がって、 技術を活用することで、作品事例を

したり したりすることは なことではない。 
 

に 

以上、本稿では、(1)発散的課題による学習評価で教

師に求められる力量がどのようなものか、その内実を

詳らかにし、(2)こうした教師の力量がどのように形成

されうるかに いての考察を行った。 
後に本稿での 論を総括しよう。 1 では、教

師には、(1)目 を熟 しながら適切な課題設定をデザ

インし、(2)課題設定を まえて、多様なクライテリア

を自在に りながら、生徒のパフォーマンス（一まと

まりの質）の を判断し（質の 2 次 間を かに

し、多様なクライテリアに精通することでこれが可能

となる）、(3)比較可能（間主観的）な質的判断を下す

力量が求められることを した。 2 では、ルー

リックを教師の比較可能性を達成する 置、質的判

断を させる 置として活用する際に生じる可能性

と うさを詳らかにし、(1) 意してルー リックを飼

い らす、 は、(2)ルー リックとは 本的に異なる

方法で、その目的の達成を目 すという 2 アプロー

チを見出すことができると主 した。 
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